
東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

二

月

十

二

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

元

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

五

号

）

の

施

行

期

日

は

、

令

和

二

年

三

月

七

日

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

二

月

十

九

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

(
趣

旨
)

第

一

条

こ

の

規

則

は

、

地

方

公

務

員

法

(

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

会

計

年

度

任

用

職

員

（

以

下

「

会

計

年

度

任

用

職

員

」

と

い

う

。

）

の

任

用

等

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

２

教

育

公

務

員

特

例

法

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

一

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

教

育

公

務

員

（

区

立

幼

稚

園

、

小

学

校

、

中

学

校

、

義

務

教

育

学

校

及

び

特

別

支

援

学

校

の

講

師

に

限

る

。

）

の

任

用

等

に

関

す

る

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。

(

職

及

び

任

用

数

)

第

二

条

会

計

年

度

任

用

職

員

の

職

及

び

任

用

数

は

、

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

。

(

任

用

)

第

三

条

会

計

年

度

任

用

職

員

は

、

職

員

の

競

争

試

験

及

び

選

考

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

三

年

特

別

区

人

事

委

員

会

規

則

第

五

号

）

第

二

条

第

七

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

そ

の

職

の

職

務

遂

行

能

力

を

有

す

る

者

の

う

ち

か

ら

、

選

考

に

よ

り

任

命

権

者

が

任

用

す

る

。

２

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

の

手

続

は

、

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

。

３

会

計

年

度

任

用

職

員

の

選

考

の

方

法

は

次

の

各

号

に

掲

げ

る

会

計

年

度

任

用

職

員

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

方

法

と

す

る

。

- 1 -



一

包

括

委

任

選

考

（

職

員

の

採

用

・

昇

任

等

に

関

す

る

一

般

基

準

（

平

成

十

三

年

三

月

二

十

九

日

特

別

区

人

事

委

員

会

決

定

。

以

下

「

一

般

基

準

」

と

い

う

。

）

十

三

㈡

に

規

定

す

る

人

事

委

員

会

が

別

に

定

め

る

職

の

選

考

を

い

う

。

）

に

よ

り

採

用

す

る

会

計

年

度

任

用

職

員

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

方

法

二

個

別

委

任

選

考

（

一

般

基

準

十

三

㈢

に

規

定

す

る

職

の

選

考

を

い

う

。

）

に

よ

り

採

用

す

る

会

計

年

度

任

用

職

員

特

別

区

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

方

法

４

選

考

は

、

公

募

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

た

だ

し

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

場

合

は

、

公

募

に

よ

ら

な

い

こ

と

が

で

き

る

。

一

会

計

年

度

任

用

職

員

の

職

に

必

要

と

さ

れ

る

職

務

遂

行

能

力

、

公

署

の

所

在

地

が

へ

き

地

で

あ

る

等

の

勤

務

環

境

、

任

期

、

採

用

の

緊

急

性

等

の

事

情

か

ら

、

公

募

に

よ

り

難

い

と

任

命

権

者

が

認

め

る

場

合

二

前

年

度

に

設

置

さ

れ

て

い

た

職

又

は

当

該

年

度

に

設

置

さ

れ

て

い

る

職

（

以

下

こ

れ

ら

の

職

を

「

当

該

職

」

と

い

う

。

）

に

任

用

さ

れ

て

い

た

会

計

年

度

任

用

職

員

を

当

該

職

と

同

一

の

職

務

内

容

と

認

め

ら

れ

る

職

へ

の

任

用

の

選

考

の

対

象

と

す

る

場

合

に

お

い

て

、

面

接

及

び

当

該

職

に

お

け

る

そ

の

者

の

勤

務

実

績

等

に

基

づ

き

、

能

力

の

実

証

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

と

任

命

権

者

が

認

め

る

場

合

５

前

項

第

二

号

の

規

定

に

よ

る

公

募

に

よ

ら

な

い

任

用

(
以

下

「

公

募

に

よ

ら

な

い

再

度

任

用

」
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と

い

う

。

)

の

上

限

回

数

に

つ

い

て

は

、

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

。

６

公

募

に

よ

ら

な

い

再

度

任

用

は

、

次

に

掲

げ

る

要

件

を

全

て

満

た

す

者

に

限

り

認

め

る

も

の

と

す

る

。

一

第

四

項

第

二

号

の

規

定

に

よ

る

能

力

の

実

証

の

結

果

が

良

好

で

あ

る

こ

と

。

二

業

務

遂

行

に

支

障

を

及

ぼ

す

よ

う

な

健

康

上

の

問

題

が

な

く

勤

務

す

る

こ

と

が

可

能

で

あ

る

こ

と

。

三

別

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

事

由

に

応

じ

、

同

表

の

中

欄

に

掲

げ

る

欠

勤

等

の

日

数

及

び

回

数

を

換

算

し

た

同

表

の

下

欄

に

定

め

る

換

算

後

の

欠

勤

等

の

日

数

が

、

原

則

と

し

て

任

用

期

間

に

お

け

る

所

定

の

勤

務

日

数

の

二

分

の

一

に

達

し

て

い

な

い

こ

と

。

四

前

年

度

及

び

当

該

年

度

に

お

い

て

法

第

二

十

九

条

及

び

職

員

の

懲

戒

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

に

規

定

す

る

懲

戒

処

分

を

受

け

て

い

な

い

こ

と

。

(

任

期

)

第

四

条

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

期

は

、

そ

の

採

用

の

日

か

ら

同

日

の

属

す

る

会

計

年

度

の

末

日

ま

で

の

期

間

の

範

囲

内

で

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

。

２

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

期

が

前

項

に

規

定

す

る

期

間

に

満

た

な

い

場

合

に

は

、

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

当

該

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

実

績

を

考

慮

し

た

上

で

、

当

該

期

間

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

そ

の

任

期

を

更

新

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

(

委

任

)
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第

五

条

こ

の

規

則

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

。

２

任

命

権

者

は

、

第

二

条

、

第

三

条

第

三

項

及

び

第

五

項

、

前

条

並

び

に

前

項

の

規

定

に

よ

り

任

命

権

者

が

別

に

定

め

る

と

さ

れ

た

各

権

限

を

、

部

長

（

東

京

都

北

区

組

織

規

程

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

号

）

第

九

条

に

規

定

す

る

部

長

、

室

長

及

び

担

当

部

長

、

保

健

所

長

、

会

計

管

理

室

長

並

び

に

東

京

都

北

区

教

育

委

員

会

事

務

局

処

務

規

則

（

平

成

三

年

三

月

東

京

都

北

区

教

育

委

員

会

規

則

第

一

号

）

第

三

条

に

規

定

す

る

部

長

及

び

担

当

部

長

並

び

に

区

議

会

事

務

局

長

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

に

委

任

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

前

項

の

規

定

に

よ

る

権

限

の

委

任

を

受

け

た

部

長

は

、

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

状

況

に

つ

い

て

、

任

命

権

者

に

対

し

、

定

期

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。

付

則

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

２

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

し

、

必

要

な

行

為

は

、

こ

の

規

則

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

別

表

（

第

三

条

関

係

）

事

由

欠

勤

等

の

日

数

及

び

回

数

換

算

後

の

欠

勤

等

の

日

数

- 4 -



休

職

一

日

一

日

私

事

欠

勤

一

日

三

日

無

届

欠

勤

一

日

四

日

遅

参

又

は

早

退

三

回

一

日

- 5 -



東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。令

和

二

年

二

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

三

号

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

二

五

〇

別

表

第

一

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

一

の

項

中

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

一

」

を

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

二

の

項

中

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

二

」

を

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

第

二

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

田

端

か

え

で

ク

ラ

ブ

の

項

及

び

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

第

一

四

〇

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

第

二

四

〇

- 1 -



｜

別

表

第

一

東

京

都

北

区

滝

四

も

み

じ

ク

ラ

ブ

第

一

の

項

の

前

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

田

端

ぽ

ぷ

ら

ク

ラ

ブ

第

三

四

五

別

表

第

一

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

第

二

四

〇

別

表

第

一

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

第

二

四

〇

別

表

第

一

東

京

都

北

区

王

二

な

か

よ

し

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

四

〇

」

を

「

六

五

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

滝

小

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

二

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

- 2 -



東

京

都

北

区

滝

小

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

三

四

〇

別

表

第

二

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

稲

田

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

二

別

表

第

二

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

一

の

項

中

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

一

」

を

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

二

の

項

中

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

二

」

を

「

東

京

都

北

区

堀

船

つ

く

し

ク

ラ

ブ

第

二

」

に

改

め

、

同

表

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

柳

田

み

ど

り

ク

ラ

ブ

第

二

別

表

第

二

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

の

項

中

「

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

」

を

「

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

第

一

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

- 3 -



加

え

る

。

東

京

都

北

区

四

岩

小

い

ち

ょ

う

ク

ラ

ブ

第

二

別

表

第

二

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

滝

小

こ

ど

も

ク

ラ

ブ

第

三

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

二

月

二

十

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

一

部

の

施

行

期

日

を

定

め

る

規

則

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

元

年

十

二

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

六

号

）

中

別

表

第

一

に

東

京

都

北

区

立

道

音

坂

児

童

遊

園

の

項

を

加

え

る

改

正

規

定

の

施

行

期

日

は

、

令

和

二

年

三

月

二

十

八

日

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

組

織

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

二

月

二

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

五

号

東

京

都

北

区

組

織

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

組

織

規

程

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

八

条

政

策

経

営

部

の

部

財

政

課

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

情

報

政

策

課

第

八

条

危

機

管

理

室

の

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

危

機

管

理

室

防

災

・

危

機

管

理

課

第

八

条

区

民

部

の

部

区

民

情

報

課

の

項

を

削

り

、

同

条

生

活

環

境

部

の

部

リ

サ

イ

ク

ル

清

掃

課

の

項

中

「

リ

サ

イ

ク

ル

生

活

係

」

及

び

「

計

画

事

業

係

」

を

削

る

。

第

十

条

財

政

課

の

部

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

情

報

政

策

課

一

情

報

通

信

政

策

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

二

情

報

シ

ス

テ

ム

の

運

用

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

三

情

報

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

に

関

す

る

こ

と

。

四

社

会

保

障

・

税

番

号

制

度

の

総

合

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

五

地

域

情

報

化

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

- 1 -



第

十

条

広

報

課

の

部

中

第

六

号

を

削

り

、

第

七

号

を

第

六

号

と

し

、

第

八

号

を

第

七

号

と

し

、

第

九

号

を

第

八

号

と

し

、

同

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

課

務

担

当

主

査

一

区

の

イ

メ

ー

ジ

戦

略

及

び

シ

テ

ィ

プ

ロ

モ

ー

シ

ョ

ン

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

第

十

一

条

の

二

中

「

各

課

」

を

「

の

課

」

に

改

め

、

同

条

防

災

課

の

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

防

災

・

危

機

管

理

課

一

防

災

会

議

に

関

す

る

こ

と

。

二

災

害

対

策

本

部

に

関

す

る

こ

と

。

三

地

域

防

災

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

四

消

防

関

係

機

関

と

の

連

絡

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

五

消

防

団

に

関

す

る

こ

と

。

六

災

害

対

策

業

務

の

実

施

に

関

す

る

こ

と

。

七

防

災

無

線

通

信

に

関

す

る

こ

と

。

八

風

水

害

の

避

難

に

関

す

る

こ

と

。

九

小

災

害

羅

災

者

の

応

急

援

護

に

関

す

る

こ

と

。

十

災

害

弔

慰

金

の

支

給

等

に

関

す

る

こ

と

。

十

一

危

機

管

理

の

総

合

調

整

及

び

対

策

に

関

す

る

こ

と

。

十

二

危

機

管

理

に

関

す

る

調

査

及

び

研

究

に

関

す

る

こ

と

。
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十

三

国

民

保

護

協

議

会

に

関

す

る

こ

と

。

十

四

国

民

保

護

対

策

本

部

及

び

緊

急

対

処

事

態

対

策

本

部

に

関

す

る

こ

と

。

十

五

国

民

保

護

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

十

六

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

命

ず

る

危

機

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

十

七

室

の

庶

務

に

関

す

る

こ

と

。

十

八

室

の

歳

入

歳

出

予

算

及

び

決

算

の

資

料

に

関

す

る

こ

と

。

課

務

担

当

主

査

一

区

民

防

災

組

織

に

関

す

る

こ

と

。

二

防

災

意

識

の

高

揚

及

び

啓

発

に

関

す

る

こ

と

。

三

防

災

訓

練

に

関

す

る

こ

と

。

四

防

災

施

設

の

設

置

及

び

維

持

管

理

に

関

す

る

こ

と

。

課

務

担

当

主

査

一

生

活

安

全

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

第

十

一

条

の

二

危

機

管

理

課

の

部

を

削

る

。

第

十

一

条

の

三

地

域

振

興

課

の

部

地

域

振

興

係

の

項

第

八

号

中

「

友

好

都

市

（

国

内

）

交

流

」

を

「

地

域

の

き

ず

な

づ

く

り

」

に

改

め

、

同

部

中

「

課

務

担

当

主

査

を

一

区

の

文

化

施

策

に

関

す

る

こ

と

。

」

- 3 -



「

課

務

担

当

主

査

一

友

好

都

市

（

国

内

）

交

流

及

び

都

市

間

連

携

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

に

改

め

る

。

課

務

担

当

主

査

一

区

の

文

化

施

策

に

関

す

る

こ

と

。

」

第

十

二

条

区

民

情

報

課

の

部

を

削

り

、

同

条

戸

籍

住

民

課

の

部

戸

籍

住

民

係

の

項

第

五

号

中

「

課

内

他

の

係

に

属

し

な

い

」

を

「

部

の

庶

務

に

関

す

る

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

六

部

の

歳

入

歳

出

予

算

及

び

決

算

の

資

料

に

関

す

る

こ

と

。

七

部

内

他

の

課

、

係

に

属

し

な

い

こ

と

。

第

十

二

条

国

保

年

金

課

の

部

中

「

一

特

定

健

診

及

び

特

定

保

健

指

導

の

計

画

、

評

価

並

び

に

統

計

に

関

す

る

こ

と

。

」

を

「

一

特

定

健

康

診

査

及

び

特

定

保

健

指

導

の

計

画

、

評

価

並

び

に

統

計

に

関

す

る

こ

と

。

に

二

国

民

健

康

保

険

及

び

後

期

高

齢

者

医

療

の

保

険

事

業

の

連

絡

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

」

改

め

る

。

第

十

二

条

の

二

リ

サ

イ

ク

ル

清

掃

課

の

部

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

リ

サ

イ

ク

ル

清

掃

課

一

リ

サ

イ

ク

ル

活

動

推

進

組

織

の

運

営

及

び

連

絡

調

整

に

関

す

る

こ

と

。
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二

リ

サ

イ

ク

ル

活

動

拠

点

の

整

備

計

画

及

び

運

営

に

関

す

る

こ

と

。

三

環

境

教

育

及

び

啓

発

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

四

ご

み

減

量

化

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

五

清

掃

・

リ

サ

イ

ク

ル

事

業

の

企

画

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

六

分

別

収

集

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

七

清

掃

事

務

所

と

の

連

絡

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

八

資

源

循

環

推

進

審

議

会

に

関

す

る

こ

と

。

九

一

般

廃

棄

物

処

理

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

十

災

害

廃

棄

物

に

関

す

る

こ

と

。

十

一

北

清

掃

工

場

と

の

連

絡

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

十

二

部

の

庶

務

に

関

す

る

こ

と

。

十

三

部

の

歳

入

歳

出

予

算

及

び

決

算

の

資

料

に

関

す

る

こ

と

。

十

四

部

内

他

の

課

に

属

し

な

い

こ

と

。

第

十

二

条

の

三

健

康

推

進

課

の

部

健

康

係

の

項

中

第

三

号

を

削

り

、

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

第

五

号

を

第

四

号

と

し

、

同

部

健

康

づ

く

り

推

進

係

の

項

中

第

三

号

を

削

り

、

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

同

部

滝

野

川

健

康

支

援

セ

ン

タ

ー

の

項

中

第

三

号

を

削

り

、

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

第

五

号

か

ら

第

七

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

上

げ

、

同

条

高

齢

福

祉

課

の

部

高

齢

福

祉

係

の

項

中

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

七

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。
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八

い

き

が

い

活

動

セ

ン

タ

ー

に

関

す

る

こ

と

。

第

十

二

条

の

三

保

健

予

防

課

の

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

課

務

担

当

主

査

一

予

防

接

種

に

関

す

る

こ

と

。

第

十

四

条

ま

ち

づ

く

り

推

進

課

の

部

中

「

無

電

柱

化

チ

ャ

レ

ン

ジ

支

援

事

業

」

を

「

無

電

柱

化

チ

ャ

レ

ン

ジ

事

業

」

に

、

「

住

宅

市

街

地

総

合

整

備

事

業

（

密

集

住

宅

市

街

地

整

備

型

）

」

を

「

都

市

防

災

不

燃

化

促

進

事

業

」

に

、

「

十

条

駅

周

辺

の

ま

ち

づ

く

り

」

を

「

十

条

地

区

の

ま

ち

づ

く

り

事

業

の

実

施

」

に

、

「

三

十

条

地

区

の

防

災

都

市

づ

く

り

推

進

計

画

に

関

す

る

こ

と

。

四

十

条

地

区

の

住

宅

市

街

地

総

合

整

備

事

業

（

密

集

住

宅

市

街

地

整

備

型

）

に

関

す

る

こ

と

。

を

五

十

条

地

区

の

都

市

防

災

不

燃

化

促

進

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

六

十

条

地

区

の

防

災

ま

ち

づ

く

り

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

」

「

三

十

条

地

区

の

住

宅

市

街

地

総

合

整

備

事

業

（

密

集

住

宅

市

街

地

整

備

型

）

に

関

す

る

こ

と

。

四

十

条

地

区

の

都

市

防

災

不

燃

化

促

進

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

に

、

五

十

条

地

区

の

木

密

地

域

不

燃

化

年

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

に

関

す

る

こ

と

。

1 0

六

十

条

地

区

の

防

災

街

区

整

備

事

業

に

関

す

る

こ

と

。

」
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「

十

条

駅

付

近

連

続

立

体

化

」

を

「

十

条

駅

付

近

連

続

立

体

交

差

事

業

及

び

関

連

す

る

道

路

事

業

の

調

整

」

に

、

「

二

十

条

駅

付

近

連

続

立

体

化

に

関

す

る

道

路

計

画

等

に

関

す

る

こ

と

。

を

「

二

十

条

地

区

三

十

条

地

区

の

都

市

計

画

道

路

等

に

関

す

る

こ

と

。

」

の

東

京

都

施

行

に

よ

る

都

市

計

画

道

路

事

業

の

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

」

に

、

「

十

条

駅

西

口

地

区

再

開

発

の

総

合

調

整

」

を

「

十

条

駅

西

口

地

区

市

街

地

再

開

発

事

業

」

に

改

め

、

同

条

住

宅

課

の

部

住

宅

計

画

係

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

住

宅

計

画

係

一

住

宅

施

策

の

企

画

立

案

に

関

す

る

こ

と

。

二

住

宅

マ

ス

タ

ー

プ

ラ

ン

に

関

す

る

こ

と

。

三

小

規

模

都

営

住

宅

の

移

管

計

画

及

び

調

整

に

関

す

る

こ

と

。

四

区

営

住

宅

の

供

給

に

関

す

る

こ

と

。

五

高

齢

者

住

宅

の

供

給

に

関

す

る

こ

と

。

六

住

宅

に

係

る

調

査

統

計

及

び

情

報

に

関

す

る

こ

と

。

七

住

ま

い

の

改

修

に

係

る

支

援

に

関

す

る

こ

と

。

八

定

住

化

等

の

促

進

に

関

す

る

こ

と

。

九

高

齢

者

等

の

住

宅

支

援

事

業

に

関

す

る

こ

と

。
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十

居

住

支

援

協

議

会

に

関

す

る

こ

と

。

十

一

マ

ン

シ

ョ

ン

の

適

正

な

管

理

の

促

進

に

関

す

る

こ

と

。

十

二

マ

ン

シ

ョ

ン

建

替

え

の

円

滑

化

に

関

す

る

こ

と

。

十

三

課

内

他

の

係

に

属

し

な

い

こ

と

。

第

十

四

条

住

宅

課

の

部

住

宅

管

理

係

の

項

中

第

二

号

を

削

り

、

第

三

号

を

第

二

号

と

し

、

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

第

五

号

を

第

四

号

と

し

、

同

部

課

務

担

当

主

査

の

項

第

一

号

中

「

新

築

又

は

改

築

に

係

る

建

築

物

」

を

「

中

高

層

建

築

物

の

建

築

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

。

」

を

削

り

、

同

部

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

課

務

担

当

主

査

一

空

家

等

対

策

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

二

空

家

等

対

策

審

議

会

に

関

す

る

こ

と

。

第

十

四

条

条

建

築

課

の

部

中

「

の

耐

震

診

断

及

び

耐

震

改

修

」

を

「

及

び

マ

ン

シ

ョ

ン

の

耐

震

診

断

、

耐

震

改

修

等

」

に

、

「

老

朽

家

屋

の

除

却

」

を

「

ブ

ロ

ッ

ク

塀

耐

震

ア

ド

バ

イ

ザ

ー

の

派

遣

及

び

ブ

ロ

ッ

ク

塀

等

の

除

却

等

」

に

改

め

、

「

課

務

担

当

主

査

一

空

家

等

の

対

策

に

関

す

る

こ

と

。

を

削

る

。

二

空

家

等

対

策

審

議

会

に

関

す

る

こ

と

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

。

三

居

宅

支

援

協

議

会

に

関

す

る

こ

と

（

他

に

規

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

。

」

- 8 -



別

表

第

一

第

五

号

中

㈠

を

削

り

、

㈡

を

㈠

と

し

、

同

表

第

六

号

㈠

中

「

上

十

条

二

の

二

七

の

一

九

」

を

「

十

条

仲

原

一

の

二

〇

の

一

〇

」

に

、

「

十

条

駅

西

口

の

再

開

発

」

を

「

十

条

駅

西

口

市

街

地

再

開

発

事

業

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

第

六

号

の

改

正

規

定

は

、

同

年

三

月

三

十

日

か

ら

施

行

す

る

。
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